
報告第１号

専決処分事項の報告

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定により、次のとお

り報告する。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

専決第２号

和解及び損害賠償の額の決定

新城市長の専決事項の指定（平成１７年１１月２４日議決）第１号及び第２号の規

定により、次のとおり専決処分する。

令和６年１月２３日専決

新城市長 下 江 洋 行

１ 賠償する相手方 新城市在住 ６０代男性

２ 事 件 の 概 要 市は、令和２年８月２６日、市道ハマイバ前線に係る道路未

登記物件調査業務を委託したが、担当職員が本委託業務が完

了していないことを知りながら完了したものと偽装した（以

下「本件違法行為」という。）ことにより、当該業務は実際に

は完了していない状態となっていた。

これを原因として、本件違法行為が無ければ遅くとも令和４

年１月１日基準日までには実施したはずの所有権移転登記等

の業務が未実施となり、相手方が所有する土地の令和４年１

月１日基準日及び令和５年１月１日基準日に係る固定資産税

について、本件違法行為が無ければ賦課したはずの額と異な

った額を賦課し、徴収した。

３ 損 害 賠 償 額 １００円



報告第２号

専決処分事項の報告

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定により、次のとお

り報告する。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

専決第３号

和解及び損害賠償の額の決定

新城市長の専決事項の指定（平成１７年１１月２４日議決）第１号及び第２号の規

定により、次のとおり専決処分する。

令和６年１月２３日専決

新城市長 下 江 洋 行

１ 賠償する相手方 豊川市在住 ５０代男性

２ 事 件 の 概 要 市は、令和２年８月２６日、市道ハマイバ前線に係る道路未

登記物件調査業務を委託したが、担当職員が本委託業務が完

了していないことを知りながら完了したものと偽装した（以

下「本件違法行為」という。）ことにより、当該業務は実際に

は完了していない状態となっていた。

これを原因として、本件違法行為が無ければ遅くとも令和４

年１月１日基準日までには実施したはずの所有権移転登記等

の業務が未実施となり、相手方が所有する土地の令和４年１

月１日基準日及び令和５年１月１日基準日に係る固定資産税

について、本件違法行為が無ければ賦課したはずの額と異な

った額を賦課し、徴収した。

３ 損 害 賠 償 額 ２００円



第１号議案

令和５年度新城市一般会計補正予算（第１２号）の専決処分の承認

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第３項の規定により、議会の承

認を求める。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

専決第８号

令和５年度新城市一般会計補正予算（第１２号）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により、別冊

のとおり専決処分する。

令和５年１２月２７日専決

新城市長 下 江 洋 行



第２号議案

令和５年度新城市一般会計補正予算（第１３号）の専決処分の承認

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第３項の規定により、議会の承

認を求める。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

専決第１号

令和５年度新城市一般会計補正予算（第１３号）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により、別冊

のとおり専決処分する。

令和６年１月１９日専決

新城市長 下 江 洋 行



第３号議案

新城市庁舎等建設基金の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市庁舎等建設基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市庁舎等建設基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市庁舎等建設基金の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第７３

号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

新城市公共施設管理基金の設置及び管理に関する条例

第１条中「庁舎等建設の」を「新城市公共施設等総合管理計画及び新城市公共施設

個別施設計画に基づく公共施設の整備、更新、改修、除却等の財源に充てる」に、

「新城市庁舎等建設基金」を「新城市公共施設管理基金」に改める。

第６条中「庁舎等建設のための経費」を「第１条の財源」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、公共施設の整備、更新、改修、除却等に要する財源に充て

るため必要があるからである。



第４号議案

新城市市長及び副市長の給料の特例に関する条例の制定

新城市市長及び副市長の給料の特例に関する条例を次のように定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市市長及び副市長の給料の特例に関する条例

（市長の給料の特例）

第１条 市長の給料月額は、令和６年４月１日から同月３０日までの間において、新

城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（平成１７年新城市条

例第５４号。以下「条例」という。）第３条及び新城市市長の給与の特例に関する

条例（令和３年新城市条例第２４号）第１条の規定にかかわらず、同条に定める額

から当該額に１００分の１０を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。

（副市長の給料の特例）

第２条 副市長の給料月額は、令和６年４月１日から同月３０日までの間において、

条例第３条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に１００分の１０を乗

じて得た額（その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた

額）を減じた額とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（この条例の失効）

２ この条例は、令和６年４月３０日限り、その効力を失う。

理 由

この案を提出するのは、職員の不祥事に対する責任を明確にするため、市長及び副

市長の給料を減額する必要があるからである。



第５号議案

新城市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正

新城市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める

ものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例

（新城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第１条 新城市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年新城市条例第４５号）の

一部を次のように改正する。

第７条第２項中「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員（以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）」を削る。

第８条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法第２２条の２第１項に規定する

会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）」に改める。

（新城市職員の給与に関する条例の一部改正）

第２条 新城市職員の給与に関する条例（平成１７年新城市条例第５６号）の一部を

次のように改正する。

第２条第１項中「単身赴任手当」の次に「、在宅勤務等手当」を加える。

第１５条の２の次に次の１条を加える。

（在宅勤務等手当）

第１５条の３ 住居その他これに準ずるものとして市長が規則で定める場所におい

て、正規の勤務時間（休暇により勤務しない時間その他市長が規則で定める時間

を除く。）の全部を勤務することを、市長が規則で定める期間以上の期間につい

て１か月当たり平均１０日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給

する。

２ 在宅勤務等手当の月額は、３，０００円とする。

３ 前２項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、市

長が規則で定める。

（新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）



第３条 新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年新城市条例

第２２０号）の一部を次のように改正する。

第２条第３項中「単身赴任手当」の次に「、在宅勤務等手当」を加える。

第１０条の次に次の１条を加える。

（在宅勤務等手当）

第１０条の２ 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定

める場所において、正規の勤務時間（休暇により勤務しない時間その他管理者が

定める時間を除く。）の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間

について１か月当たり平均１０日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

第２６条第１項第１号中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加え、同項第２号

中「通勤手当」の次に「、在宅勤務等手当」を、「期末手当」の次に「、勤勉手当」

を加える。

（新城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第４条 新城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年新城市

条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「通勤手当」の次に「、在宅勤務等手当」を、「、期末手当」の

次に「、勤勉手当」を加え、「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改

める。

第８条の次に次の１条を加える。

（在宅勤務等手当）

第８条の２ 給与条例第１５条の３の規定は、フルタイム会計年度任用職員につい

て準用する。この場合において、同条第１項中「正規の勤務時間」とあるのは、

「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替える

ものとする。

第１４条の次に次の１条を加える。

（勤勉手当）

第１４条の２ 給与条例第２１条の規定は、任期が６か月以上のフルタイム会計年

度任用職員について準用する。

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項において準用する給与条例第２１条の規

定による勤勉手当の支給について準用する。



第２４条第１項中「この条」の次に「及び次条第１項」を加え、同条の次に次の

１条を加える。

（勤勉手当）

第２４条の２ 給与条例第２１条の規定は、任期が６か月以上のパートタイム会計

年度任用職員について準用する。この場合において、同条第３項中「それぞれの

基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月

額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日（退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日）以前６か月以内のパートタイム会計年度任

用職員としての在職期間における報酬（フルタイム会計年度任用職員との権衡を

考慮して規則で定める額を除く。）の１か月当たりの平均額」と読み替えるもの

とする。

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項において準用する給与条例第２１条の規

定による勤勉手当の支給について準用する。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、在宅勤務等手当及び会計年度任用職員の勤勉手当の支給に

関する規定を整備するため必要があるからである。



第６号議案

新城市職員の退職手当に関する条例の一部改正

新城市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの

とする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

新城市職員の退職手当に関する条例（平成１７年新城市条例第５８号）の一部を次

のように改正する。

附則第１２項中「第３５条」を「第３５条の２」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、国立大学法人法の一部改正に伴い、規定を整理するため必

要があるからである。



第７号議案

新城市消防団員等公務災害補償条例の一部改正

新城市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの

とする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

新城市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年新城市条例第２３４号）の一部を

次のように改正する。

第５条第２項第２号中「８，９００円」を「９，１００円」に改める。

別表中「１２，４４０」を「１２，５００」に、「１３，３２０」を

「１３，３５０」に、「１０，６７０」を「１０，８００」に、「１１，５５０」を

「１１，６５０」に、「８，９００」を「９，１００」に、「９，７９０」を

「９，９５０」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」と

いう。）第５条第２項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事

由の生じた新条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）

並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号

に規定する傷病補償年金、同条第４号イに規定する障害補償年金及び同条第６号イ

に規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同

日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に

支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前

の例による。

理 由



この案を提出するのは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一

部改正に伴い、規定を整理するため必要があるからである。



第８号議案

新城市手数料条例の一部改正

新城市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市手数料条例の一部を改正する条例

新城市手数料条例（平成１７年新城市条例第９２号）の一部を次のように改正する。

別表第２中「１，１８０，０００円」を「１，４５０，０００円」に、「

１，４１０，０００円」を「１，７２０，０００円」に、「１，５９０，０００円」を

「１，９２０，０００円」に、「１，９５０，０００円」を「２，３６０，０００円」

に、「２，２７０，０００円」を「２，７４０，０００円」に、「４，５５０，０００

円」を「５，６４０，０００円」に、「５，８２０，０００円」を「

７，２４０，０００円」に、「７，０７０，０００円」を「８，７９０，０００円」に

改める。

別表第８中「、第６３条第３項第７号イ又は第６８条の６９第３項第７号イ」を「又

は第６３条第３項第７号イ」に、「、第６３条第３項第７号ロ若しくは第６８条の６９

第３項第７号のロ」を「若しくは第６３条第３項第７号ロ」に、「第３１条の２第２項

第１６号ニ」を「第３１条の２第２項第１５号ニ」に、「第６２条の３第４項第１６号

ニ」を「第６２条の３第４項第１５号ニ」に改める。

別表第１４中「１０，５００円」を「１１，０００円」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、地方公共団体の手数料の標準額に関する政令の一部改正に

伴い、規定を整理する等のため必要があるからである。



第９号議案

新城市国際交流基金の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市国際交流基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市国際交流基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市国際交流基金の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第７４号）

の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

新城市多文化共生基金の設置及び管理に関する条例

第１条中「国際交流の推進を図る」を「多文化共生及び国際交流の推進に要する経

費の財源に充てる」に、「新城市国際交流基金」を「新城市多文化共生基金」に改める。

第４条中「、国際交流の推進を図るための経費に充てるものとし、余剰金のある場

合は」を削る。

第６条中「国際交流の推進を図るための経費」を「第１条の財源」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、多文化共生及び国際交流の推進に要する財源に充てるため

必要があるからである。



第１０号議案

新城市子ども医療費の支給に関する条例の一部改正

新城市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める

ものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

新城市子ども医療費の支給に関する条例（平成１７年新城市条例第１１０号）の一

部を次のように改正する。

第２条中第２項を削り、第３項を第２項とする。

第４条第３号を次のように改める。

⑶ ６歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過した者であって、新城市母子家

庭等医療費の支給に関する条例（平成１７年新城市条例第１１１号）の規定によ

る医療費の支給を受けることができるもの又は新城市障害者医療費の支給に関す

る条例（平成１７年新城市条例第１２７号）の規定による医療費の支給を受ける

ことができるもの（同条例第２条第５号に該当する者（１５歳に達する日以後の

最初の３月３１日を経過した者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２項に規定する精神障害者保健福

祉手帳（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第

１５５号）第６条第３項に規定する障害等級が１級及び２級に限る。）の交付を

受けたものを除く。）又は第６号に該当する者を除く。）

第５条第１項中「（高校生等の保護者である受給資格者（第３条第３項の規定によ

り当該高校生等を受給資格者とする場合にあっては、当該高校生等。第７条第２項に

おいて同じ。）を除く。）」を削る。

第６条第１項中「（高校生等にあっては、入院に係るものに限る。）」を削る。

第７条第１項中「（高校生等を除く。）」を削り、同条中第２項を削り、第３項を

第２項とする。

附 則

（施行期日）



１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。

（新城市障害者医療費の支給に関する条例の一部改正）

２ 新城市障害者医療費の支給に関する条例（平成１７年新城市条例第１２７号）の

一部を次のように改正する。

第４条第５号及び第６号を次のように改める。

⑸ 新城市子ども医療費の支給に関する条例（平成１７年新城市条例第１１０

号）の規定による医療費の支給を受けることができる者であって、次のいずれ

かに該当するもの

ア 出生の日から６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者

イ 第２条第５号に該当する者（１５歳に達する日以後の最初の３月３１日を

経過した者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第

２項に規定する精神障害者保健福祉手帳（精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に規定する障害

等級が１級及び２級に限る。）の交付を受けたものを除く。）又は第６号に

該当する者

⑹ 新城市母子家庭等医療費の支給に関する条例（平成１７年新城市条例第

１１１号）の規定による医療費の支給を受けることができる者であって、第２

条第５号又は第６号に該当するもの

第５条第１項中「（昭和２５年政令第１５５号）」を削る。

（経過措置）

３ この条例による改正後の新城市子ども医療費の支給に関する条例（以下「新条例」

という。）及び新城市障害者医療費の支給に関する条例の規定は、これらの条例の

施行の日以後の高校生等（本市の区域内に住所を有する者であって、１５歳に達す

る日以後の最初の３月３１日の翌日から１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にあるものをいう。）の通院に係る医療費の支給について適用する。

（準備行為）

４ 新条例の規定により新たに子ども医療費受給者証の交付を受けようとする者は、

この条例の施行の日前においても申請をすることができる。

理 由



この案を提出するのは、高校生等の通院に係る医療費を支給するため必要があるか

らである。



第１１号議案

新城市国民健康保険税条例の一部改正

新城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

新城市国民健康保険税条例（平成１７年新城市条例第１４２号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条第１項中「１００分の５．７」を「１００分の６．３」に改める。

第７条中「１００分の２．１」を「１００分の２．３」に改める。

第１１条中「１００分の１．７」を「１００分の１．８」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の新城市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、新城市国民健康保険税の課税額を改定するため必要がある

からである。



第１２号議案

新城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正

新城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例

新城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年新城市条例第４５号）の一部を次のように改正する。

第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「を掲示しなければならない」を

「を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直

接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、

放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならな

い」に改める。

第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ず

る方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体

（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２３条の改正規定は、令和６年４

月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、規定を整理するため

必要があるからである。



第１３号議案

新城市病院事業の設置等に関する条例及び新城市水道事業、工業用水道事業及

び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正

新城市病院事業の設置等に関する条例及び新城市水道事業、工業用水道事業及び下

水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市病院事業の設置等に関する条例及び新城市水道事業、工業用水道事業及

び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

次に掲げる条例の規定中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第

８項」に改める。

⑴ 新城市病院事業の設置等に関する条例（平成１７年新城市条例第１３６号）第

５条

⑵ 新城市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成

１７年新城市条例第２１８号）第５条

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、地方自治法の一部改正に伴い、規定を整理するため必要が

あるからである。



第１４号議案

新城市水道事業給水条例及び新城市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準

及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の一部改正

新城市水道事業給水条例及び新城市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び

資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の一部を改正する条例を次の

ように定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市水道事業給水条例及び新城市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準

及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の一部を改正する

条例

（新城市水道事業給水条例の一部改正）

第１条 新城市水道事業給水条例（平成１７年新城市条例第２２１号）の一部を次の

ように改正する。

第５条、第３１条第２項ただし書及び第３７条第１号中「厚生労働省令」を「国

土交通省令」に改める。

（新城市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準を定める条例の一部改正）

第２条 新城市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準を定める条例（平成２４年新城市条例第６１号）の一部を次の

ように改正する。

第４条第６号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、水道法の一部改正に伴い、規定を整理するため必要がある

からである。



第１５号議案

令和５年度新城市一般会計補正予算（第１４号）

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１６号議案

令和５年度新城市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１７号議案

令和５年度新城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１８号議案

令和５年度新城市国民健康保険診療所特別会計補正予算（第２号）

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１９号議案

令和５年度新城市病院事業会計補正予算（第２号）

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第２０号議案

令和６年度新城市一般会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第２１号議案

令和６年度新城市国民健康保険事業特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第２２号議案

令和６年度新城市後期高齢者医療特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第２３号議案

令和６年度新城市国民健康保険診療所特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第２４号議案

令和６年度新城市宅地造成事業特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第２５号議案

令和６年度新城市千郷財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第２６号議案

令和６年度新城市東郷財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第２７号議案

令和６年度新城市吉川組財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第２８号議案

令和６年度新城市小畑財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第２９号議案

令和６年度新城市中宇利財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第３０号議案

令和６年度新城市富岡財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第３１号議案

令和６年度新城市黒田財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第３２号議案

令和６年度新城市庭野財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第３３号議案

令和６年度新城市一鍬田財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第３４号議案

令和６年度新城市八名井財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第３５号議案

令和６年度新城市大野財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第３６号議案

令和６年度新城市川合池場財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第３７号議案

令和６年度新城市海老財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第３８号議案

令和６年度新城市山吉田財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第３９号議案

令和６年度新城市作手財産区特別会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第４０号議案

令和６年度新城市病院事業会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第４１号議案

令和６年度新城市水道事業会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第４２号議案

令和６年度新城市工業用水道事業会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第４３号議案

令和６年度新城市下水道事業会計予算

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



第４４号議案

工事請負契約の締結

新城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７

年新城市条例第６１号）第２条の規定により、次の工事請負契約について議会の議決

を求める。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

１ 工 事 名 旧鳳来総合支所等解体工事

２ 工 事 場 所 新城市長篠字下り筬１番２外

３ 工 事 概 要 取壊工事 一式

アスベスト除去工事 一式

敷地整備工事 一式

４ 契 約 金 額 ２０３，５００，０００円

５ 契 約 方 法 一般競争入札

６ 契約の相手方 新城市城北一丁目１番地５

松井建拓株式会社

代表取締役社長 加 藤 栄 志

理 由

この案を提出するのは、旧鳳来総合支所等解体工事施工のため必要があるからであ

る。



第４５号議案

財産の取得

新城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７

年新城市条例第６１号）第３条の規定により、次のとおり財産を取得することについ

て議会の議決を求める。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

１ 取得の目的 学校給食調理用

２ 品名及び数量 まな板始め１１５種類２，２２９点

３ 取 得 金 額 １６，６１０，０００円

４ 契約の方法 一般競争入札

５ 契約の相手方 豊橋市飯村町字浜道上４－５

兼八産業株式会社

代表取締役 原 延 明

理 由

この案を提出するのは、共同調理場における調理業務に必要な用具を取得するため

必要があるからである。



第４６号議案

新城市教育委員会委員の任命

次の者を新城市教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により議会の同意を求

める。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、令和６年３月３１日をもって任期満了となる教育委員会委

員がいるため必要があるからである。

住所 氏名 生年月日

夏 目 みゆき



第４７号議案

新城市監査委員の選任

次の者を新城市監査委員に選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１９６条第１項本文の規定により議会の同意を求める。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、識見を有する者のうちから選任された監査委員が令和６年

３月３１日をもって任期満了となるため必要があるからである。

住所 氏名 生年月日

夏 目 道 弘



第４８号議案

新城市黒田財産区財産区管理委員の選任

次の者を新城市黒田財産区財産区管理委員に選任したいから、新城市財産区管理会

条例（平成１７年新城市条例第２３８号）第３条の規定により議会の同意を求める。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、令和６年３月３１日をもって任期満了となる財産区管理委

員がいるため必要があるからである。

住所 氏名 生年月日

中 野 岩 夫



第４９号議案

新城市庭野財産区財産区管理委員の選任

次の者を新城市庭野財産区財産区管理委員に選任したいから、新城市財産区管理会

条例（平成１７年新城市条例第２３８号）第３条の規定により議会の同意を求める。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、令和６年３月３１日をもって辞任したい旨の申出をした財

産区管理委員がいるため必要があるからである。

住所 氏名 生年月日

鈴 木 幹 則



第５０号議案

新城市庭野財産区財産区管理委員の選任

次の者を新城市庭野財産区財産区管理委員に選任したいから、新城市財産区管理会

条例（平成１７年新城市条例第２３８号）第３条の規定により議会の同意を求める。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、令和６年３月３１日をもって辞任したい旨の申出をした財

産区管理委員がいるため必要があるからである。

住所 氏名 生年月日

加 藤 博 才



第５１号議案

新城市庭野財産区財産区管理委員の選任

次の者を新城市庭野財産区財産区管理委員に選任したいから、新城市財産区管理会

条例（平成１７年新城市条例第２３８号）第３条の規定により議会の同意を求める。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、令和６年３月３１日をもって辞任したい旨の申出をした財

産区管理委員がいるため必要があるからである。

住所 氏名 生年月日

松 下 正 則



第５２号議案

新城市庭野財産区財産区管理委員の選任

次の者を新城市庭野財産区財産区管理委員に選任したいから、新城市財産区管理会

条例（平成１７年新城市条例第２３８号）第３条の規定により議会の同意を求める。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、令和６年３月３１日をもって辞任したい旨の申出をした財

産区管理委員がいるため必要があるからである。

住所 氏名 生年月日

長 坂 友 理



第５３号議案

新城市川合池場財産区財産区管理委員の選任

次の者を新城市川合池場財産区財産区管理委員に選任したいから、新城市財産区管

理会条例（平成１７年新城市条例第２３８号）第３条の規定により議会の同意を求め

る。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、令和６年５月１３日をもって任期満了となる財産区管理委

員がいるため必要があるからである。

住所 氏名 生年月日

林 七 郎



第５４号議案

新城市川合池場財産区財産区管理委員の選任

次の者を新城市川合池場財産区財産区管理委員に選任したいから、新城市財産区管

理会条例（平成１７年新城市条例第２３８号）第３条の規定により議会の同意を求め

る。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、令和６年５月１３日をもって任期満了となる財産区管理委

員がいるため必要があるからである。

住所 氏名 生年月日

冨 部 俊 二



第５５号議案

新城市過疎地域持続的発展計画の変更

新城市過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり変更したいので、過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第８条第１０項において準

用する同条第１項の規定により議会の議決を求める。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行



別紙

変更箇所

（変更後計画の

頁、行等）

変更後 変更前

25頁 オ 観光・レクリエーション

本市の主要な観光地は天竜奥三河国定公園区域内にあり、鳳来寺山をはじめ、湯谷温泉、阿寺の

七滝、「長篠・設楽原の戦い」で全国に知られる長篠城跡等、自然と文化の観光資源に恵まれた地

域である。また、学童農園山びこの丘、愛知県民の森、東海自然歩道などの観光レクリエーション

施設、さらには温泉施設である鳳来ゆ～ゆ～ありいな等に観光客が訪れている。三遠南信自動車

道鳳来峡 IC 及び新東名高速道路新城 IC の開設により、観光入込客数は一時的に増加したが、近

年の景気低迷や新型コロナウイルスの感染拡大などの影響もあり、観光産業は低迷している。

オ 観光・レクリエーション

本市の主要な観光地は天竜奥三河国定公園区域内にあり、鳳来寺山をはじめ、湯谷温泉、阿寺の

七滝、「長篠・設楽原の戦い」で全国に知られる長篠城跡等、自然と文化の観光資源に恵まれた地

域である。また、学童農園山びこの丘、愛知県民の森、東海自然歩道などの観光レクリエーション

施設、さらには鳳来ゆ～ゆ～ありいな、うめの湯などの温泉施設に（変更）観光客が訪れている。

三遠南信自動車道鳳来峡 IC 及び新東名高速道路新城 IC の開設により、観光入込客数は一時的に

増加したが、近年の景気低迷や新型コロナウイルスの感染拡大などの影響もあり、観光産業は低

迷している。

32頁

2 産業の振興 (9)観光又はレク

リエーション

観光案内看板

整備工事

新城市 鳳来地区

作手地区

観光地駐車場

整備工事

新城市 鳳来地区

作手地区

鳳来寺山表参道

木戸駐車場舗装工事

新城市 鳳来地区

湯谷温泉加温配湯施設

配湯管改修工事

新城市 鳳来地区

湯谷温泉街及び鳳来ゆ～ゆ～ありいな基

本構想策定

新城市 鳳来地区

湯谷温泉街及び鳳来ゆ～ゆ～ありいな民

間活力導入可能性調査及びエリアマネジ

メント可能性調査

新城市 鳳来地区

湯谷園地遊歩道及び園内立木

整備工事

新城市 鳳来地区

乳岩周遊施設

改修工事

新城市 鳳来地区

涼風の里公衆トイレ

屋根葺き替え工事

新城市 作手地区

巴湖水景施設

撤去（改修）工事

新城市 作手地区

観光施設等整備事業

観光案内看板整備

新城市 鳳来地区

作手地区

老朽公衆便所撤去解体工事 新城市 鳳来地区

作手地区

2 産業の振興 (9)観光又はレ

クリエーション

観光案内看板

整備工事

新城市 鳳来地区

作手地区

観光地駐車場

整備工事

新城市 鳳来地区

作手地区

鳳来寺山表参道

木戸駐車場舗装工事

新城市 鳳来地区

湯谷温泉加温配湯施設

配湯管改修工事

新城市 鳳来地区

（追加） （追加） （追加）

（追加） （追加） （追加）

湯谷園地遊歩道及び園内立木

整備工事

新城市 鳳来地区

乳岩周遊施設

改修工事

新城市 鳳来地区

涼風の里公衆トイレ

屋根葺き替え工事

新城市 作手地区

巴湖水景施設

改修（変更）工事

新城市 作手地区

観光施設等整備事業

観光案内看板整備

新城市 鳳来地区

作手地区

（追加） （追加） （追加）



別紙

44頁

44 頁～45 頁

47 頁

5 交通施設の

整備、交通手

段の確保

(6)自動車等

自動車

市営バス布里田峯・湯谷温泉もっくる新城線

車両 29 人乗り 1台

新城市 鳳来地区

市営バス海老デマンドバス

車両 普通乗用車 １台

新城市 鳳来地区

5 交通施設

の整備、交

通手段の確

保

(6)自動車等

自動車

市営バス布里田峯・湯谷温泉もっくる新城線

車両 29 人乗り 1台

新城市 鳳来地区

（追加） (追加) （追加）

5 交通施設

の整備、交

通手段の

確保

(9) 過 疎 地

域持続的発

展特別事業

市営バスつくであしがる線

「事業内容」

利用者の予約に基づき、運行区域内（作手地

区、田峯バス停、塩瀬バス停、新井前バス停）

の希望する区間を運行するデマンドバスの運

行。

新城市 作手地区 5 交通施設

の整備、交

通手段の確

保

(9)過疎地域

持続的発展特

別事業

市営バスつくであしがる線

「事業内容」

利用者の予約に基づき、運行区域内（作手

地区、田峯バス停、塩瀬バス停（追加））の希

望する区間を運行するデマンドバスの運行。

新城市 作手地区

5 交通施設

の整備、交

通手段の

確保

(9) 過 疎 地

域持続的発

展特別事業

市営バス海老地区デマンドバス

「事業内容」

利用者の予約に基づき、運行区域内（海老地区、

四谷地区、連合地区）の希望する区間を運行す

るデマンドバスの運行。四谷千枚田新城線の代

替路線として実施。

「事業の必要性」

中学生や高校生の通学、高齢者の買い物や通

院など生活に不可欠な移動手段を確保するこ

とが必要である。

「事業効果」

買い物や通院、通学などといった地域内での

移動手段の確保、地域の交流、外出の促進、地

域の活性化を図る。

新城市 鳳来地区 5 交 通施

設の整備、

交通手段

の確保

(9) 過疎地

域持続的発

展特別事業

（追加） （追加） （追加）



別紙

54頁

68 頁

73 頁

6 生活環境

の整備

(7) 過 疎 地

域持続的発

展特別事業

地域集会施設整備支援事業

「事業内容」

地域集会施設の整備や修繕に要する経費に

補助する。

「事業の必要性」

地域活動の持続のため、地域負担の軽減を図

る。

「事業効果」

地域負担の軽減及び活動拠点が整備される

ことによる地域の活性化。

新城市 鳳来地区

作手地区

6 生 活環

境の整備

(7) 過疎地

域持続的発

展特別事業

（追加） （追加） （追加）

9 教育の振興 その他 共育活動支援事業

「事業内容」

共育ボランティア制度に登録されたボラン

ティアを地域活動団体へ派遣する。

「事業の必要性」

共育活動の継続支援及び児童と地域との交

流を図る。

「事業効果」

地域で子どもを育てる意識の向上及び児童

の愛郷心が育まれる。

新城市 将来にわた

り過疎地域

の持続的発

展に資する

事業であ

る。

9 教育の振興 その他 （追加） （追加） （追加）

11 地域文化

の振興等

(3)その他 亀山城址整備事業 新城市 作手地区

長篠城魅力向上事業 新城市 鳳来地区

長篠城址史跡等保存整備事業 新城市 鳳来地区

長ノ山湿原散策道・展望台整備事業 新城市 作手地区

鳳来寺仁王門防災工事補助事業 新城市 鳳来地区

鳳来山東照宮屋根葺替工事等補助事業 新城市 鳳来地区
古宮城跡史跡保存整備事業 新城市 作手地区

11 地域文化

の振興等

(3)その他 亀山城址整備事業 新城市 作手地区

長篠城魅力向上事業 新城市 鳳来地区

長篠城址史跡等保存整備事業 新城市 鳳来地区

長ノ山湿原散策道・展望台整備事業 新城市 作手地区

鳳来寺仁王門防災工事補助事業 新城市 鳳来地区

古宮城跡環境整備事業（削除） 新城市

（削除）

作手地区

（削除）

（追加） （追加） （追加）

（追加） （追加） （追加）



別紙

78頁

81 頁

82 頁

5 交通施設

の整備、交

通手段の

確保

(9)過疎地

域持続的発

展特別事業

市営バスつくであしがる線

「事業内容」

利用者の予約に基づき、運行区域内（作手地

区、田峯バス停、塩瀬バス停、新井前バス停）

の希望する区間を運行するデマンドバスの運

行。

新城市 将来にわた

り過疎地域

の持続的発

展に資する

事業であ

る。

5 交 通施

設の整備、

交通手段

の確保

(9)過疎地

域持続的発

展特別事業

市営バスつくであしがる線

「事業内容」

利用者の予約に基づき、運行区域内（作手地

区、田峯バス停、塩瀬バス停（追加））の希望

する区間を運行するデマンドバスの運行。

新城市 将来にわたり

過疎地域の持

続的発展に資

する事業であ

る

5 交通施設

の整備、交

通手段の

確保

(9)過疎地

域持続的発

展特別事業

市営バス海老地区デマンドバス

「事業内容」

利用者の予約に基づき、運行区域内（海老地区、

四谷地区、連合地区）の希望する区間を運行す

るデマンドバスの運行。四谷千枚田新城線の代

替路線として実施。

「事業の必要性」

中学生や高校生の通学、高齢者の買い物や通

院など生活に不可欠な移動手段を確保するこ

とが必要である。

「事業効果」

買い物や通院、通学などといった地域内での

移動手段の確保、地域の交流、外出の促進、地

域の活性化を図る。

新城市 鳳来地区 5 交 通施

設の整備、

交通手段

の確保

(9)過疎地

域持続的発

展特別事業

（追加） （追加） （追加）

5 交通施設

の整備、交

通手段の

確保

(9)過疎地

域持続的発

展特別事業

地域デマンド交通運行事業費補助金

「事業内容」

地域住民が主体となって行う自家用有償旅客

運送の運行に必要な経費に対する補助

「事業の必要性」

地域住民の買い物や通院など生活に不可欠

な移動手段を確保することが必要である。

「事業効果」

買い物や通院を始めとする地域内での移動

手段の確保、地域の交流、外出の促進、地域の

活性化を図る。

新城市 鳳来地区 5 交 通施

設の整備、

交通手段

の確保

(9)過疎地

域持続的発

展特別事業

（追加） （追加） （追加）



別紙

83頁

87 頁

6 生活環境

の整備

(7)過疎地

域持続的発

展特別事業

地域集会施設整備支援事業

「事業内容」

地域集会施設の整備や修繕に要する経費に

補助する。

「事業の必要性」

地域活動の持続のため、地域負担の軽減を図

る。

「事業効果」

地域負担の軽減及び活動拠点が整備される

ことによる地域の活性化。

新城市 鳳来地区

作手地区

6 生活環境

の整備

(7)過疎地

域持続的発

展特別事業

（追加） （追加） （追加）

9 教育の

振興

(4)過疎地域

持続的発展

特別事業

共育活動支援事業

「事業内容」

共育ボランティア制度に登録されたボラン

ティアを地域活動団体へ派遣する。

「事業の必要性」

共育活動の継続支援及び児童と地域との交

流を図る。

「事業効果」

地域で子どもを育てる意識の向上及び児童

の愛郷心が育まれる。

新城市 将来にわた

り過疎地域

の持続的発

展に資する

事業であ

る。

9 教育の

振興

(4)過疎地域

持続的発展特

別事業

（追加） （追加） （追加）



第５６号議案

市道の路線廃止

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、次の路線を廃

止したいので、同条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により議会の議

決を求める。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、一般県道富岡大海線道路改築工事に伴う路線の見直しによ

り、市道を廃止するため必要があるからである。

整理

番号
路線名

起点 重要な

経過地終点

１ 金神場６号線
新城市有海字金神場７８番地先

新城市有海字金神場５６番地先

２ 萱刈４号線
新城市有海字萱刈１０３番地先

新城市有海字萱刈９６番地先



第５７号議案

市道の路線認定

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、次の路線を認定

したいので、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

令和６年２月２７日提出

新城市長 下 江 洋 行

整理

番号
路線名

起点 重要な

経過地終点

１ 新平５号線
新城市川田字新平２番４地先

新城市川田字新平２番７地先

２ 新平６号線
新城市川田字新平１５番４０地先

新城市川田字新平１５番９８地先

３ 新平７号線
新城市川田字新平１５番９７地先

新城市川田字新平１５番９４地先

４ 新平８号線
新城市川田字新平１５番１５４地先

新城市川田字新平１５番７３地先

５ 山田平１０号線
新城市川田字山田平１５番２地先

新城市川田字山田平１５番１地先

６ 萱刈島線
新城市有海字萱刈１５番地先

新城市有海字島１５番５地先

７ 有海前田１号線
新城市有海字前田５５番１地先

新城市有海字前田５２番地先

８ 金神場前田３号線
新城市有海字金神場１３番２地先

新城市有海字前田５９番１地先

９ 萱刈市道線
新城市有海字萱刈１番１地先

新城市有海字市道２番５地先



理 由

この案を提出するのは、川田地区地籍調査事業による地籍の確定及び一般県道富岡

大海線道路改築工事に伴う路線の再編により、市道に認定するため必要があるからで

ある。




